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２月16日㈭

３月15日㈭

所
得
税
の
確
定
申
告
、住
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

申
告
書
の
提
出
期
間
は
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈭
で
す
。

今
年
度
は
、
シ
ス
テ
ム
入
れ
替
え
に
伴
う
事
務
処
理
の
都
合
上
、
提
出
期

間
前
の
還
付
申
告
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

釧
路
税
務
署
で
は
、
１
月
４
日
か
ら
還
付
申
告
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

期
間
内
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
！

所
得
税
の
確
定
申
告

　

所
得
税
は
、
個
人
の
所
得
に
対
し

て
か
か
る
税
金
で
す
。

　

確
定
申
告
と
は
、
１
年
間
に
得
た

所
得
と
、
そ
れ
に
対
す
る
税
額
を
計

算
し
、
申
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

計
算
し
た
税
金
を
納
付
す
る
、
ま
た

は
還
付
を
受
け
る
一
連
の
手
続
き

を
い
い
ま
す
。

住
民
税
の
申
告

　

住
民
税
は
所
得
税
と
は
異
な
り
、

納
税
者
自
ら
税
額
を
計
算
し
て
申

告
納
付
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
所
得
控
除
や
税
額
控
除
に
つ

い
て
、
市
町
村
の
調
査
だ
け
で
は
適

正
な
住
民
税
の
課
税
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
納
税
義
務
者
は
そ
の

年
の
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の

市
町
村
長
に
、
住
民
税
の
申
告
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、
所
得
税
の

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
、
そ

れ
を
も
っ
て
住
民
税
の
申
告
書
を

提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
住

民
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
の
必
要
が
あ
る
方

▼�

年
末
調
整
の
さ
れ
な
か
っ
た
源
泉

徴
収
票
を
お
持
ち
の
方
。

▼�

平
成
23
年
中
の
給
与
収
入
金
額

が
２
千
万
円
を
超
え
る
方
。

▼�

給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の
合

計
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方
。

▼�

給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ

た
給
与
収
入
金
額
ま
た
は
給
与

所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
金
額

が
、20
万
円
を
超
え
る
方
。

▼�

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
る
方
。

　

①�

事
業
を
行
っ
て
い
る
方
、医
師
、

外
交
員
な
ど
。

　

②�

ア
パ
ー
ト
な
ど
を
経
営
し
て

い
る
方
、
不
動
産
を
貸
し
て
い

る
方
な
ど
。

▼�

医
療
費
控
除
や
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
、雑
損
控
除
な
ど
を
受
け
る
方
。

●
ポ
イ
ン
ト

�

右
記
の「
確
定
申
告
の
必
要
が
あ

る
方
」は
、忘
れ
ず
に
期
間
内
に
申

告
し
ま
し
ょ
う
。

�

平
成
23
年
中
に
所
得
が
な
く「
確

定
申
告
が
必
要
な
い
方（
年
末
調

整
を
さ
れ
た
方
以
外
）」も
、
必
ず

住
民
税
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
！

※�

申
告
を
し
な
い
と
、
所
得
証
明
書

が
発
行
さ
れ
な
い
、
国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
軽
減
判
定
が
さ
れ

な
い
な
ど
の
支
障
が
生
じ
ま
す
。

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
控
除
や
障
害
者
控
除

な
ど
を
受
け
る
に
は

　

保
険
料
控
除
に
は
、
国
民
健
康
保

険
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、介
護
保

険
な
ど
保
険
税
・
保
険
料
の
領
収
書
、

ま
た
国
民
年
金
や
生
命
保
険
、
地
震

保
険
な
ど
は
、
支
払
額
の
証
明
書
が

必
要
と
な
り
ま
す
。こ
れ
ら
証
明
書

な
ど
が
な
け
れ
ば
控
除
対
象
と
は
な

り
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

障
害
者
控
除
に
は
、
交
付
を
受
け

て
い
る
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育

手
帳
を
提
示
く
だ
さ
い
。ま
た
、
障

害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
方
で
も
、
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
方
な
ど
で
一
定
の
要
件
に

当
て
は
ま
る
場
合
は
、
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
交
付
を
受
け
、
確

定
申
告
時
に
提
示
す
る
こ
と
で
障

準備ＯＫ？

�

川
湯
で
も
確
定
申
告
を
受

け
付
け
ま
す

　

川
湯
地
区
の
住
民
税
・
所
得
税
の

確
定
申
告
の
受
け
付
け
に
つ
い
て
は
、

▼確定申告は自分で書いてお早めに！
　平成23年分の所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け

は１月４日㈬〜３月15日㈭、消費税および地方消費税（個人事業者）の

確定申告の相談および申告書の受け付けは４月２日㈪までです。

　申告書は、前年の「申告書の控え」や「確定申告の手引き」などを参考

にしてご自身で作成し、お早めに提出してください。

　申告書は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告

書等作成コーナー」で簡単に作成することができます。作成した申告

書は、郵便や信書便による送付などで提出できます。

　税務署の申告相談会場にお越しの際には「印鑑」「前年の申告書の控

え」「計算機」「筆記具」をご持参ください。

▼ e-Taxでらくらく申告！
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いた

だくと、e-Tax用の申告データを作成することができ、作成したデー

タを簡単な操作により自宅から電子申告することができます。

　e-Taxを利用して申告をすると、最高4,000円の税額控除が受けら

れ、添付書類の提出不要（３年間は申告者が保存）となります。
※�e-Taxを利用する場合は「開始届出書の提出」「電子証明書の取得（費用別途）」「Ｉ
Ｃカードリーダライタの購入」など、事前手続きが必要です。
※�税額控除は、今年初めてe-Taxを利用する方のみ対象となります。

〜

【国税庁ホームページ】http://www.nta.go.jp

会
保
険
料
控
除
と
な
り
ま
す
の

で
、ご
注
意
く
だ
さ
い

　

�　

こ
れ
ら
の
方
で
、
特
別
徴
収
か

ら
普
通
徴
収（
口
座
振
替
）へ
と
変

更
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
口
座

名
義
人
の
方
の
社
会
保
険
料
控

除
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
の
際

に
窓
口
で
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。認
定
書
の
申
請
に
関
し
て
は

役
場
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

寡
婦（
夫
）控
除（
離
婚
・
死
別
な
ど

で
一
定
の
要
件
に
該
当
さ
れ
る
方
）

に
つ
い
て
も
、
窓
口
で
忘
れ
ず
に
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
ポ
イ
ン
ト

�

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、

領
収
書
を
受
診
者
ご
と
、
か
つ
病

院
・
薬
局
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
ま
と

め
て
計
算
を
し
て
お
く
と
、
ス
ム

ー
ズ
に
確
定
申
告
が
進
み
ま
す
。

　

�　

ま
た
、
薬
局
な
ど
で
販
売
し
て

い
る
医
薬
品
で
も
治
療
と
判
断
で

き
な
い
も
の
は
控
除
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。購
入
品

の
内
訳
の
な
い
領
収
書
で
控
除
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い

�

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
対
象

と
な
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
各

保
険
会
社
か
ら
証
明
書
が
送
付

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
一
度
ご

確
認
く
だ
さ
い
。（
な
く
し
た
場

合
は
必
ず
再
発
行
を
受
け
る
な

ど
、
書
類
を
整
え
て
か
ら
確
定
申

告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
）

�

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
特
別
徴
収（
年
金

天
引
き
）さ
れ
て
い
る
方
の
社
会

保
険
料
控
除
に
つ
い
て
は
、
特
別

徴
収
さ
れ
て
い
る
方
自
身
の
社

本
庁
ま
で
来
ら
れ
な
い
方
々
の
た
め

に
、
次
の
日
程
で
受
付
窓
口
を
開
庁

し
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
／
２
月
18
日
㈯
、19
日
㈰

　

９
時
30
分
～
正
午
・
13
時
～
16
時

▼
場
所
／
川
湯
消
防
会
館
２
階

　

確
定
申
告
に
つ
い
て
分
か
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
役
場
税

務
課
☎
４
８
２
‐
２
９
１
４（
課
直
通
）、

ま
た
は
釧
路
税
務
署
☎
０
１
５
４


５
１
０
０
ま
で
、
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
23
年
分
の
所
得
税

な
ど
か
ら
適
用
さ
れ
る

主
な
改
正
事
項

扶
養
控
除
制
度
が
大
き

く
変
わ
り
ま
し
た�

　
年
少
扶
養
親
族
（
年
齢
16
歳
未

満
）に
対
す
る
扶
養
控
除（
38
万
円
）

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
年
齢
16
歳
以
上
19
歳
未

満
に
対
す
る
扶
養
控
除
の
上
乗
せ

部
分（
25
万
円
）が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。こ
れ
に
伴
い
、
住
民
税
に
お
い

て
も
平
成
24
年
度
分
か
ら
年
少
扶

養
控
除（
33
万
円
）と
、
年
齢
16
歳
以

上
19
歳
未
満
の
上
乗
せ
分
（
12
万

円
）が
廃
止
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
、
上

の
表
の
と
お

り
で
す
。

　
ま
た
、
年
少

扶
養
に
つ
い
て

は
、
所
得
税
・

住
民
税
の
所
得

控
除
と
し
て
は

な
く
な
り
ま
す

が
、
住
民
税
の

均
等
割
の
算
定

上
や
、
扶
養
人

数
を
基
礎
と
し

た
各
種
制
度
に

影
響
が
あ
る
場

合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
年
末
調

整
な
ど
で
申
告

し
忘
れ
た
場
合

は
、
必
ず
期
間

内
に
住
民
税
申

告
を
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ

さ
い
。

平成22年分所得税および平成23年度住民税（改正前）

年齢（平成23.1.1現在）

16歳未満

16歳以上23歳未満

控除額

所得税 住民税

38万円 33万円

38万円 33万円

23歳以上70歳未満 38万円 33万円

70歳以上 38万円 33万円 10万円＋10万円（同居老親等加算） 5万円＋7万円（同居老親等加算）

― ―

25万円 12万円

― ―

所得税 住民税

上乗せ部分

➟

平成23年分所得税および平成24年度住民税（改正後）

年齢（平成24.1.1現在）

16歳未満

16歳以上19歳未満

控除額

所得税 住民税

廃止 廃止

38万円 33万円

19歳以上23歳未満 38万円 33万円

70歳以上 38万円 33万円 10万円＋10万円（同居老親等加算） 5万円＋7万円（同居老親等加算）

25万円 12万円

廃止 廃止

― ―

所得税 住民税

上乗せ部分

23歳以上70歳未満 38万円 33万円 ― ―

震災被災者の方を対象に
無料税務相談を行います
　北海道税理士会釧路支部では、東日本
大震災被災者の方を対象に、無料税務相
談を行います。希望される方は、担当税理
士までご連絡ください。

▼期間／３月15日㈭（確定申告期限）まで

▼弟子屈町担当税理士
　近藤康範☎０１５４７５９６


